
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が 

　あ
っ
た
件                                                                 

二
一
四 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件                             

二
一
四 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件                                             

二
一
四 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

二
一
五 

○
水
防
警
報
を
発
す
る
河
川
を
指
定
す
る
件                                         

二
一
五 

　公

　告 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

二
一
六 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                     

二
一
七 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

二
一
七 

○
農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
を
認
可
し
た
件                                   

二
一
七 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

二
一
八 

　福
島
県
教
育
委
員
会 

○
博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                     

二
一
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、

当
該
届
出
及
び
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務

部
総
務
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
い
ず
み
店

　福
島
県
福
島
市
森
合
字
清
水
七 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
五
十
分
ま
で 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五

年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
あ
だ
た
ら
店

　福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
中
田
一
番
地
一 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

白
河
市
（
表
郷

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

六
月
一
日 

白
河
市
表
郷
庁
舎 

の
地
域
） 

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

ら 

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

で

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

白
河
市
（
東
の

り 

同 

白
河
市
東
庁
舎 

地
域
） 

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

午
後
四
時
ま
で

西
白
河
郡
西
郷

六
月
二
日 

西
郷
村
役
場 

村 

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

 

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

白
河
市
（
大
信

同 

大
信
農
村
環
境
改

の
地
域
） 

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

善
セ
ン
タ
ー 

午
後
二
時
四
五
分
ま
で

西
白
河
郡
中
島

六
月
七
日 

中
島
村
生
涯
学
習

村 

午
前
一
一
時
か
ら 

セ
ン
タ
ー
輝
ら
里 

午
前
一
二
時
ま
で

同

　
　郡
泉
崎

同 
泉
崎
村
役
場
村
民

村 

午
後
二
時
か
ら 

ホ
ー
ル 

午
後
四
時
ま
で

同

　
　郡
矢
吹

六
月
八
日 

矢
吹
町
複
合
施
設

町 

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ 

午
前
一
二
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右 

六
月
九
日
か
ら
七
月
七
日 

福
島
県
計
量
検
定

町
村 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜 

所 

も
の 

日
を
除
く
。
） 

午
前
九
時
か
ら 

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で 午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
ま
で

二

　特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

白
河
市
（
表
郷
、
大
信

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
二
日
か
ら
一
二
月
二

及
び
東
の
地
域
）
、
西

二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

白
河
郡
西
郷
村
、
同
郡

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　

 

中
島
村
、
同
郡
泉
崎
村

及
び
同
郡
矢
吹
町

　
　

（
計
量
検
定
所
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄  
 

 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 
 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

  

一
般
国
道

会
津
若
松
市
大
町
一
丁
目

変
更
前

　

 

　
　
　九
・
三
～ 

　
　
　九
一
・
七 

 

二
五
二
号

七
七
番
地
先
か
ら

　
　
　

 

　
　
　二
〇
・
八

 

同

　
　
　市
大
町
一
丁
目

三
七
四
番
地
先
ま
で

　
　
変
更
後

　

　
　
　九
・
三
～ 

　
　
　九
一
・
七 

　
　
　二
五
・
五

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号 
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　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

発
す
る
河
川
と
し
て
、
次
の
河
川
を
指
定
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
  

河
川
名

区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　域

  

滝
川

　
　

 
左
岸

　伊
達
郡
国
見
町
大
字
山
崎
字
上
川
前
（
川
前
橋
）
か
ら
伊
達
郡
国
見
町
大

 
字
西
大
枝
字
市
兵
衛
前
（
欠
下
橋
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

右
岸

　伊
達
郡
国
見
町
大
字
山
崎
字
上
川
前
（
川
前
橋
）
か
ら
伊
達
市
梁
川
町
二

 

野
袋
字
滝
尻
（
欠
下
橋
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

佐
久
間
川 

左
岸

　伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
大
林
か
ら
伊
達
郡
国
見
町
大
字
徳
江
字
船

 

付
場
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

右
岸

　伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
大
林
か
ら
伊
達
郡
国
見
町
大
字
徳
江
字
船

 

付
場
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

産
ヶ
沢
川 

左
岸

　伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
駿
河
舘
（
東
北
自
動
車
道
）
か
ら
伊
達
市

 

伏
黒
字
東
本
場
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
岸

　伊
達
郡
桑
折
町
大
字
万
正
寺
字
石
薬
師
（
東
北
自
動
車
道
）
か
ら
伊
達
市

伏
黒
字
東
本
場
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
反
田
川 

左
岸

　福
島
市
大
笹
生
字
糸
柳
（
東
北
中
央
自
動
車
道
）
か
ら
福
島
市
鎌
田
字
柳

立
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
岸

　福
島
市
大
笹
生
字
台
（
東
北
中
央
自
動
車
道
）
か
ら
福
島
市
鎌
田
字
東
舟

戸
（
阿
武
隈
川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
戸
川

　

 

左
岸

　福
島
市
町
庭
坂
字
清
水
原
（
潜
橋
）
か
ら
福
島
市
上
野
寺
字
□
（
須
川
合

流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
岸

　福
島
市
町
庭
坂
字
清
水
原
（
潜
橋
）
か
ら
福
島
市
二
子
塚
字
清
水
端
（
須

川
合
流
点
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河
川
整
備
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
   

                                       

公 告 第 ８ １ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 総 務 部 公 用 車 の リ ー ス に
つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則
（ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 1 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ４ 月 28 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 予 定 数 量  

自 動 車   68 台 （ 保 守 等 を 含 む 。 ）  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 総 務 部 財 務 総 室 総 務 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 日 産 フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス   千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 二 丁 目 ６ 番 地 １  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

5 3 , 0 1 3 , 8 4 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の ２ 第 １ 項 第 ８ 号 該 当  
（ 総   務   課 ）  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
八
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
猪
苗

代
町
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

変
更
が
あ
っ
た
者
の
役
別
、
氏
名
及
び
住
所 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　國
井

　克
佳

　変
更
前

　耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
松
橋
六
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　変
更
後

　郡
山
市
富
田
東
三
丁
目
一
二
三
番
地

　キ
ャ
ッ
ス
ル
藤
和
二
〇
六
号 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
八
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　猪
苗
代
町
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　渡
部

　長
昭

　
　耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
村
中
乙
二
一
五
九
番
地 

同

　
　鈴
木

　和
英

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
若
宮
字
上
町
甲
一
四
二
二
番
地 

同

　
　鈴
木

　正
晃

　
　同

　郡
同

　
　町
字
東
谷
地
九
七
〇
番
地 

同

　
　小
林

　文
男

　
　同

　郡
同

　
　町
字
祢
次
八
四
七
番
地 

同

　
　吉
田

　一
夫

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
三
ツ
和
字
坂
ノ
上
一
四
三
八
番
地 

同

　
　野
口

　清
喜

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
長
田
字
南
真
行
一
九
一
七
番
地 

同

　
　渡
部

　義
正

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
磐
根
字
西
久
保
六
八
六
番
地 

同

　
　戸
田

　義
已

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
堅
田
字
入
江
九
一
〇
番
地 

同

　
　佐
●

　公
章

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
磐
里
字
島
田
一
九
三
二
番
地 

同

　
　佐
藤

　久
雄

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
金
田
字
金
曲
一
一
八
番
地 

同

　
　國
井

　克
佳

　
　郡
山
市
富
田
東
三
丁
目
一
二
三
番
地

　キ
ャ
ッ
ス
ル
藤
和
二
〇
六
号 

同

　
　阿
部

　厚
志

　
　耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
三
郷
字
下
太
子
堂
二
六
五
番
地 

監
事

　鈴
木

　健
介

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
千
代
田
字
千
代
田
甲
一
六
六
番
地 

同

　
　渡
部

　恒
弘

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
蚕
養
字
小
水
沢
甲
二
七
五
二
番
地 

同

　
　桑
原

　富
男

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
川
桁
字
新
屋
敷
三
四
四
六
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　渡
部

　長
昭

　
　耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
村
中
乙
二
一
五
九
番
地 

同

　
　鈴
木

　正
晃

　
　同

　郡
同

　
　町
字
東
谷
地
九
七
〇
番
地 

同

　
　古
川

　正
光

　
　同

　郡
同

　
　町
字
祢
次
八
六
四
番
地 

同

　
　山
口

　久
士

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
三
ツ
和
字
五
十
軒
三
三
六
九
番
地 

同

　
　土
屋

　淳

　
　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
長
田
字
東
真
行
一
六
一
一
番
地 

同

　
　石
田

　英
樹

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
磐
根
字
行
津
二
〇
六
一
番
地 

同

　
　鈴
木

　範
政

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
西
舘
字
上
屋
敷
一
四
七
番
地 

同

　
　佐
●

　公
章

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
磐
里
字
島
田
一
九
三
二
番
地 

同

　
　渡
部

　栄
昭

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
関
都
字
堂
北
四
〇
一
四
番
地 

同

　
　六
⻆

　幸
夫

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
金
田
字
金
曲
一
〇
九
番
地
一 

同

　
　齋
藤

　昭
一

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
三
郷
字
上
大
作
五
三
七
〇
番
地 

同

　
　野
口

　幸
夫

　
　同

　郡
同

　
　町
大
字
川
桁
字
新
屋
敷
三
四
三
九
番
地
一 

同

　
　長
谷
川

　勇
人

　同

　郡
同

　
　町
大
字
若
宮
字
上
町
甲
一
四
〇
九
番
地 

監
事

　笹
岡

　正
人

　
　同

　郡
同

　
　町
字
東
町
裏
四
七
九
三
番
地 

同

　
　小
檜
山

　秋
夫

　同

　郡
同

　
　町
大
字
中
小
松
字
中
目
丙
七
番
地 

同

　
　金
本

　久
美
子

　同

　郡
同

　
　町
字
明
円
四
三
三
二
番
地
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
八
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

黒
土
頭
首
工
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
四
月
十
八
日
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

　
　令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　管
理
規
程
を
定
め
た
者
の
名
称 

阿
武
隈
川
上
流
土
地
改
良
区 

二

　管
理
規
程
の
概
要 

１

　取
水
に
関
す
る
事
項 

頭
首
工
の
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
等
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
十
一

月
一
日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
の
取
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量
を

取
水
す
る
も
の
と
す
る
。 

２

　施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項 

頭
首
工
の
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
、
観
測
に

必
要
な
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の

点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

頭
首
工
の
管
理
責
任
者
は
、
干
ば
つ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工

地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
職
員
を
呼
集
し
て
関
係
機
関
と

の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。 

４

　そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

頭
首
工
の
管
理
責
任
者
は
、
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                                   

                                       

公 告 第 ８ ５ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と  
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定  
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規  
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ４ 月 28 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

モ バ イ ル ノ ー ト 型 パ ソ コ ン   350 台  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ４ 月 14 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 共 栄 ブ レ ー ン   福 島 県 福 島 市 飯 坂 町 平 野 字 代 12 番 地 の 20  
５   落 札 金 額  

6 6 , 1 4 3 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ５ 年 ２ 月 28 日  
                                                                （ 入 札 用 度 課 ）  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
教
育
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

　博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

　
　
　博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

博
物
館
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
趣
旨
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
登
録
」
の
下
に
「
及
び
博
物
館
に
相

当
す
る
施
設
の
指
定
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
登
録
）
」
を
付
す
る
。 

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
登
録
の
申
請
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十

一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
外

館
長
、
学
芸
員
及
び
学
芸
員
補
そ
の
他
の
職
員
の
履
歴
書
写
」
を
「
ほ
か
、
公
立
博
物
館
に
あ
っ
て
は

別
表
第
一
、
私
立
博
物
館
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
書
類
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
登
録
の
基
準
）
」
を
付
し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条

　法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博

物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制
に
係
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一

　博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
に
関

す
る
基
本
的
運
営
方
針
を
策
定
し
当
該
方
針
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
相

当
の
公
益
性
を
も
っ
て
博
物
館
を
運
営
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

二

　博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
定
め
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
博
物
館
資
料
を
体
系

的
に
収
集
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

三

　所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
目
録
を
作
成
し
、
当
該
博
物
館
資
料
を
適
切
に
管
理
し
、
及
び
活
用

す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

四

　一
般
公
衆
に
対
し
て
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に
基
づ
き
、

所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
若
し
く
は
借
用
し
た
博
物
館
資
料
に
よ
る
展
示
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て

い
る
こ
と
。 

五

　単
独
で
又
は
他
の
博
物
館
若
し
く
は
法
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
学
術
若
し
く
は
文

化
に
関
す
る
諸
施
設
と
共
同
で
、
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
活
用

す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

六

　博
物
館
資
料
を
用
い
た
学
習
機
会
の
提
供
、
利
用
者
に
対
す
る
博
物
館
資
料
の
説
明
そ
の
他
の

教
育
活
動
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

七

　法
第
七
条
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
に
職
員
が
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

第
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
、
「
福
島
県
報
に
よ
り
公
示
」
を

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
、
「
ま
つ
消
」
を
「
抹
消
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五

　法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
。 

六

　法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
を
し
た
と
き
。 

第
五
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
登
録
等
の
公
表
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前

に
次
の
九
条
を
加
え
る
。 

第
五
条

　法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
学
芸
員
そ
の
他
の
職
員
の
配
置
に
係
る
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一

　博
物
館
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
館
長
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

二

　学
芸
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

三

　博
物
館
の
運
営
に
必
要
な
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

第
六
条

　法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
及
び
設
備
に
係
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。 

一

　博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
安
定
的
か

つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二

　防
災
及
び
防
犯
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

三

　博
物
館
の
規
模
及
び
展
示
内
容
に
応
じ
、
利
用
者
の
安
全
及
び
利
便
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要

な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四

　高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
娠
中
の
者
、
日
本
語
を
理
解
で
き
な
い
者
そ
の
他
博
物
館
の
利
用
に
困

難
を
有
す
る
者
が
博
物
館
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

　（
変
更
登
録
の
通
知
） 

第
七
条

　教
育
委
員
会
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
の
変
更
登
録
を
し
た
と
き

は
、
当
該
博
物
館
の
設
置
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　（
定
期
報
告
） 

第
八
条

　博
物
館
の
設
置
者
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
博
物
館
の
前
年
度
に
お
け
る

運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
運
営
状
況
報
告
書
に
よ
り
、
毎
年
九
月
末
ま
で

に
教
育
委
員
会
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　前
項
の
運
営
状
況
報
告
書
に
は
、
収
支
報
告
書
、
年
報
、
紀
要
等
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。 

　（
廃
止
の
届
出
） 

第
九
条

　博
物
館
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

そ
の
事
由
を
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

　（
指
定
の
申
請
） 

第
十
条

　博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
申
請
書
に
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、

別
表
第
三
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第381号令和 5年 4月28日　金曜日 福 島 県 報 219



─────────────────────────────────────────────────────────── 
         

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　（
指
定
の
基
準
） 

第
十
一
条

　令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
施
設
に
お
け
る
資
料
の
収
集
、
保
管
及

び
展
示
並
び
に
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制
に
係
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

一

　資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
運

営
方
針
を
策
定
し
当
該
方
針
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
相
当
の
公
益
性
を

も
っ
て
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
設
（
以
下
「
指
定
施
設
」
と
い

う
。
）
を
運
営
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

二

　資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
定
め
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
資
料
を
体
系
的
に
収
集
す
る

体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

三

　所
蔵
す
る
資
料
の
目
録
を
作
成
し
、
当
該
資
料
を
適
切
に
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
体
制
を
整

備
し
て
い
る
こ
と
。 

四

　一
般
公
衆
に
対
し
て
、
所
蔵
す
る
資
料
の
展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に
基
づ
き
、
所
蔵

す
る
資
料
若
し
く
は
借
用
し
た
資
料
に
よ
る
展
示
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

五

　単
独
で
又
は
他
の
博
物
館
若
し
く
は
法
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
学
術
若
し
く
は
文

化
に
関
す
る
諸
施
設
と
共
同
で
、
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
活
用
す
る
体

制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

六

　資
料
を
用
い
た
学
習
機
会
の
提
供
、
利
用
者
に
対
す
る
資
料
の
説
明
そ
の
他
の
教
育
活
動
を
行

う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。 

七

　法
第
七
条
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
に
職
員
が
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

第
十
二
条

　令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
当
該
施
設
に
お
け
る
職
員
の
配
置
に
係
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一

　指
定
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
館
長
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

二

　学
芸
員
に
相
当
す
る
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

三

　指
定
施
設
の
運
営
に
必
要
な
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

第
十
三
条

　令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
施
設
の
施
設
及
び
設
備
に
係
る
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一

　資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二

　防
災
及
び
防
犯
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

三

　指
定
施
設
の
規
模
及
び
展
示
内
容
に
応
じ
、
利
用
者
の
安
全
及
び
利
便
性
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四

　高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
娠
中
の
者
、
日
本
語
を
理
解
で
き
な
い
者
そ
の
他
指
定
施
設
の
利
用
に

困
難
を
有
す
る
者
が
指
定
施
設
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
三
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

一

　当
該
博
物
館
の
設
置
条
例
の
写
し
（
設
置
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
の
み
） 

二

　当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
設
置
者
が
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
場
合
の
み
） 

三

　博
物
館
運
営
の
基
本
的
な
方
針
を
示
し
た
書
類
及
び
そ
の
公
表
方
法
を
示
し
た
書
類 

四

　博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
示
し
た
書
類 

五

　博
物
館
資
料
の
目
録 

六

　展
示
、
学
習
機
会
の
提
供
、
調
査
研
究
等
の
事
業
の
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

七

　博
物
館
の
事
業
に
関
す
る
収
支
計
画
を
示
す
書
類 

八

　館
長
の
氏
名
、
職
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

九

　学
芸
員
の
氏
名
、
業
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

十

　そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
及
び
職
務
分
担
を
示
す
書
類 

十
一

　博
物
館
運
営
を
行
う
組
織
の
様
態
を
示
す
書
類 

十
二

　職
員
へ
の
研
修
の
実
施
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

十
三

　博
物
館
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
図
面 

十
四

　博
物
館
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
保
有
形
態
を
示
す
書
類
（
当
該
建
物
及
び
土

地
を
借
用
し
て
い
る
場
合
は
、
契
約
書
等
の
当
該
借
用
の
条
件
等
を
証
明
す
る
書
類
） 

十
五

　防
災
及
び
防
犯
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 

十
六

　多
様
な
利
用
者
に
対
す
る
配
慮
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

一

　法
人
登
記
事
項
証
明
書 

二

　博
物
館
の
運
営
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
経
済
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類 

三

　博
物
館
を
設
置
す
る
法
人
に
お
い
て
、
民
事
再
生
法
に
よ
る
民
事
再
生
手
続
又
は
会
社
更
生

法
に
よ
る
会
社
更
生
手
続
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
宣
誓
す
る
書
類 

四

　博
物
館
の
運
営
を
担
当
す
る
役
員
の
経
歴
を
示
す
書
類 

五

　博
物
館
を
設
置
す
る
法
人
に
お
い
て
、
自
ら
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
反
社
会

的
勢
力
と
の
関
係
が
な
い
こ
と
等
を
宣
誓
す
る
書
類 

六

　博
物
館
運
営
の
基
本
的
な
方
針
を
示
し
た
書
類
及
び
そ
の
公
表
方
法
を
示
し
た
書
類 

七

　博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
示
し
た
書
類 

八

　博
物
館
資
料
の
目
録 

九

　展
示
、
学
習
機
会
の
提
供
、
調
査
研
究
等
の
事
業
の
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

十

　博
物
館
の
事
業
に
関
す
る
収
支
計
画
を
示
す
書
類 

十
一

　館
長
の
氏
名
、
職
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

十
二

　学
芸
員
の
氏
名
、
業
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

十
三

　そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
及
び
職
務
分
担
を
示
す
書
類 

十
四

　博
物
館
運
営
を
行
う
組
織
の
様
態
を
示
す
書
類 

十
五

　職
員
へ
の
研
修
の
実
施
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

十
六

　博
物
館
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
図
面 

十
七

　博
物
館
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
保
有
形
態
を
示
す
書
類
（
当
該
建
物
及
び
土

地
を
借
用
し
て
い
る
場
合
は
、
契
約
書
等
の
当
該
借
用
の
条
件
等
を
証
明
す
る
書
類
） 

十
八

　防
災
及
び
防
犯
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 

十
九

　多
様
な
利
用
者
に
対
す
る
配
慮
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 
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別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
） 

一

　博
物
館
の
事
業
に
類
す
る
事
業
を
行
う
施
設
運
営
の
基
本
的
な
方
針
を
示
し
た
書
類
及
び
そ

の
公
表
方
法
を
示
し
た
書
類 

二

　資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
示
し
た
書
類 

三

　資
料
の
目
録 

四

　展
示
、
学
習
機
会
の
提
供
、
調
査
研
究
等
の
事
業
の
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

五

　博
物
館
の
事
業
に
類
す
る
事
業
を
行
う
施
設
の
事
業
に
関
す
る
収
支
計
画
を
示
す
書
類 

六

　館
長
の
氏
名
、
職
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

七

　学
芸
員
に
相
当
す
る
職
員
の
氏
名
、
業
務
内
容
及
び
経
歴
を
示
す
書
類 

八

　そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
及
び
職
務
分
担
を
示
す
書
類 

九

　博
物
館
の
事
業
に
類
す
る
事
業
を
行
う
施
設
の
運
営
を
行
う
組
織
の
様
態
を
示
す
書
類 

十

　職
員
へ
の
研
修
の
実
施
計
画
又
は
実
績
を
示
す
書
類 

十
一

　博
物
館
の
事
業
に
類
す
る
事
業
を
行
う
施
設
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
図
面 

十
二

　博
物
館
の
事
業
に
類
す
る
事
業
を
行
う
施
設
の
事
業
に
用
い
る
建
物
及
び
土
地
の
保
有
形

態
を
示
す
書
類
（
当
該
建
物
及
び
土
地
を
借
用
し
て
い
る
場
合
は
、
契
約
書
等
の
当
該
借
用
の

条
件
等
を
証
明
す
る
書
類
） 

十
三

　防
災
及
び
防
犯
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 

十
四

　多
様
な
利
用
者
に
対
す
る
配
慮
の
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
る
事
項
を
示
す
書
類 

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記第一号様式（第二条関係） 

 備
考

 

登
録

を
受

け
よ

う
と

す
る

博
物

館
の

名
称

及
び

所
在
地

 

登
録

を
受

け
よ

う
と

す
る

博
物

館
の

設
置

者
の

名
称
及
び
住
所

 

事
項

 

 
 

 
 

博
物
館
登
録
原
簿

  
 

 
 

 
 記
号

番
号

 

年
月

日
 

 

登
録

 

第
 
 
 
号

 

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 日 月 年 

登
録
変
更

 

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 日 月 年 

登
録
変
更

 

年
月

日
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　「
一 

 

　別
記
第
二
号
様
式
中
「
別
記
第
二
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）
」
に
、

　二 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三 

　設
置
者
の
名
称
及
び
私
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
設
置
者
の
住
所

　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
一

　登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る 

　名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二

　登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る 

　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」 

博
物
館
の
設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　」 

　別
記
第
三
号
様
式
中
「
別
記
第
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第
三
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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別記第４号様式（第８条関係） 
 

運営状況報告書 
 

年  月  日 
福島県教育委員会 あて 

 
                                住所 

設置者 
                                名称 

 
博物館法第十六条及び博物館法施行細則第八条第一項の規定に基づき、下記の登録博物館に係る 

運営状況について、別添関係書類を添えて報告します。 
 

記 
 

１ 博物館の名称 
２ 博物館の所在地 
３ 登録年月日 
４ 報告対象年度 
 
 

第381号令和 5年 4月28日　金曜日 福 島 県 報224



─────────────────────────────────────────────────────────── 
         

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
教
育
課
） 
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